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在
ロ
シ
ア
連
邦
日
本
国
大
使
館
に
お
け
る
住
居
手
当
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

「
政
府
答
弁
書
一
」
（
内
閣
衆
質
一
六
四
第
一
二
九
号
）
及
び
「
政
府
答
弁
書
二
」
（
内
閣
衆
質
一
七
一
第
四
〇
〇
号
）
、

「
政
府
答
弁
書
三
」
（
内
閣
衆
質
一
七
一
第
三
五
一
号
）
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

「
政
府
答
弁
書
一
」
で
は
、
「
最
新
の
統
計
に
よ
る
モ
ス
ク
ワ
市
の
住
宅
賃
借
料
は
一
平
方
メ
ー
ト
ル
あ
た
り
月
額
い
く

ら
か
。
」
と
の
問
い
に
対
し
、
「
外
務
省
と
し
て
把
握
し
て
お
ら
ず
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
」
と
の
答
弁
が

な
さ
れ
て
い
る
。
右
の
答
弁
は
、
外
務
省
と
し
て
モ
ス
ク
ワ
市
内
に
お
け
る
平
均
的
な
住
宅
賃
借
料
を
把
握
し
て
い
な
い
と

い
う
こ
と
か
。

二

一
で
、
外
務
省
と
し
て
モ
ス
ク
ワ
市
内
に
お
け
る
平
均
的
な
住
宅
賃
借
料
を
把
握
し
て
い
な
い
の
な
ら
、
そ
れ
は
「
政
府

答
弁
書
二
」
に
お
け
る
「
在
勤
手
当
は
、
在
外
公
館
の
所
在
地
に
お
け
る
物
価
、
為
替
相
場
、
生
活
水
準
等
を
勘
案
し
て
決

定
し
、
適
切
に
対
応
し
て
き
て
お
り
、
」
と
の
答
弁
や
、
「
政
府
答
弁
書
三
」
に
お
け
る
「
住
居
手
当
の
予
算
額
は
、
在
外

公
館
か
ら
の
報
告
等
に
基
づ
き
在
外
公
館
の
所
在
地
に
お
け
る
不
動
産
価
格
、
賃
借
料
の
水
準
等
も
適
切
に
考
慮
し
た
上
で

決
定
し
て
い
る
。
」
と
の
答
弁
と
齟
齬
を
来
す
も
の
で
は
な
い
の
か
。

三

二
の
「
政
府
答
弁
書
三
」
に
あ
る
「
在
外
公
館
か
ら
の
報
告
等
」
と
は
、
例
え
ば
公
電
の
形
で
な
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ

一



の
具
体
的
な
報
告
方
法
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

モ
ス
ク
ワ
市
の
不
動
産
価
格
に
つ
い
て
、
在
ロ
シ
ア
日
本
国
大
使
館
（
以
下
、
「
大
使
館
」
と
い
う
。
）
よ
り
、
過
去
三

年
間
、
ど
の
様
な
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

四
の
報
告
で
は
、
過
去
三
年
間
の
モ
ス
ク
ワ
市
の
不
動
産
価
格
は
ど
の
様
な
推
移
を
見
せ
て
い
る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

六

「
政
府
答
弁
書
一
」
で
は
、
「
大
使
館
」
に
勤
務
す
る
派
遣
員
の
住
居
手
当
に
つ
い
て
「
大
使
館
に
勤
務
す
る
派
遣
員
の

住
居
手
当
の
月
額
の
限
度
額
は
、
現
在
、
三
千
百
七
十
三
米
ド
ル
と
な
っ
て
い
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
過

去
三
年
間
の
「
大
使
館
」
に
勤
務
す
る
派
遣
員
の
住
居
手
当
の
月
額
は
ど
の
様
に
推
移
し
て
き
て
い
る
か
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

右
質
問
す
る
。

二


